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志木市市民後見人活動レター 

 

平成３０年に志木市後見ネットワークセンターが発足し、令和元年に初めて家庭裁判所

から直接受任で市民後見人が誕生しました。さらに今年度、社会福祉協議会が後見人とし

て担っていたケースを市民後見人へ移行する事例があり、１０月に通算８例目の市民後見

人が誕生しました。現在志木市で活動している市民後見人は５人となりました。 

 

 

 

市民後見人とは、社会貢献への意欲が高い一般市民の方で、市町村が実施する養成研修を

受講し、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた方の中から、家庭裁判所により

成年後見人等として選任された方のことです。市民後見人以外にも親族による後見人（親

族後見人）や、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職による後見人（専門職後見

人）というものもあります。 

 今回のケースは志木市社会福祉協議会が法人後見活動していた被後見人の不動産売却等

の手続きを終えたため、市民後見人への移行が可能となりました。 
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志木市後見ネットワークセンター便り  

 

 

社会福祉協議会（後見人）から後見ネットワークセンターへ 

市民後見人候補者推薦依頼がある 

候補者の中から志木市が運営する成年後見制度利用促進調整会議で 

さいたま家庭裁判所に推薦する市民後見人候補者を選任する 

後見ネットワークセンターと市民後見人候補者の面談を行う 

社会福祉協議会（後見人）より辞任・選任の申立を行う 

さいたま家庭裁判所にて後見人候補者面談を行う 

裁判所より市民後見人選任決定の審判書が届く 

 

後見ネットワークセンターが市民後見人推薦名簿の中から、 

市民後見人候補者を数名決定する 
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９月までは、後見ネットワークセンターと生活相談センターが別々に設置して機能して

いましたが、１０月よりこれまであった後見ネットワークセンター・生活相談センターに

加えて障がい者基幹相談支援センターの３つの相談機能を統合し、新たに「志木市基幹福

祉相談センター」と名前も変わり開設されました。 

 第１号の後見ネットワークセンター便りで後見ネットワークセンターが対応できる相談

内容についてご案内しました。今回は「障がい者基幹相談支援センター」「生活相談セン

ター」の２つの機能についてご紹介します。 

また、相談員が増員いたしましたので、今後ともよろしくお願い致します。 

              

   障がいのことを誰に相談してよいか分からない… 

                市民の方々の下記のような相談に応じます 

   

 

 

              

 

 

 

 

 

    経済的な問題に加え、日常生活や社会生活を送るう

えで問題を抱えた方を対象としています。就労にかか

わる課題や、心身の不調、家計や家族の問題などにつ

いて等、課題を幅広く受け止め、下記のような相談に

応じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行：後見ネットワークセンター（志木市基幹福祉相談センター） 

連絡先：０４８－４５６－６０２１（直通） 
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